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「名張市子ども条例」（以下「条例」といいます。）は、本市で育つ子どもの最善の利益を尊

重し、子どもの権利を保障するとともに、市、市民及び事業者が、子どもを社会の構成員として

認め、それぞれの役割を明確にし、社会全体で子どもの成長を支えることを目的として平成１８

年３月に制定したものです。 

本市では、この条例に基づき、子どもの健全育成のための様々な具体的施策を実施しており、

毎年、年度が終了した時点で、推進状況や達成度を取りまとめ、今後の取組に反映させることと

しています。 

 

１．条例関連事業進捗状況（令和２年４月～令和３年３月） 

（１）子どもの権利救済委員会 

 
条例第１６条に基づき、法律などの専門知識を持った委員３人で構成する「子どもの権利救

済委員会」（以下「権利救済委員会」といいます。）を平成１９年７月に設置し、子どもの権利

救済の申立てに対し、虐待やいじめを受けた子どもの保護だけでなく、いじめを行った子ども

に対しても適切な対応を求めるよう助言等を行います。 

また、相談事例の対応についての確認や相談の体系的な受付方法の検討をする等、子ども相

談員との意見交換を行っています。 

 

＜権利救済委員会の開催＞ 

令和２年６月２３日 ・令和元年度ばりっ子すくすく計画（第４次）関連事業実績報告 

・ばりっ子会議の運営について 

・相談事例の検討について 

・ばりっ子すくすく計画（第５次）策定について 

＜救済の申立ての状況＞ 

令和２年度は、救済の申立てはありませんでした。 

 

（２）子ども相談室 

 

権利救済委員会の職務を補助し、子どもの権利の侵害に係る相談又は救済の申立てに応じるた

め、名張市子どもの権利救済委員会規則第１０条に規定する「名張市子ども相談室」を設置し、

子ども相談員が相談・調整活動を行っています。 

また、子ども相談室では、携帯電話・スマートフォン・一般電話からも無料で相談できる、子

ども向け相談電話通話無料サービス「ばりっ子ほっとライン」を実施しています。 

  「ばりっ子ほっとライン」による相談は、９件の利用がありました。 

 

＜相談・調整活動＞ 

① 相談数の推移（平成２８年度から）                     （件） 
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※案件数とは相談のあった実ケース数です。 
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② 相談受付状況 

令和２年度は、案件数は２７件で、相談延べ件数は５９件でした。 

相談延べ件数の内訳は、子ども本人からの相談は１９件（３２％）、大人からの相談は４０件

（６８％）でした。男女別では、女性からの相談が３５件（５９％）、男性からは２４件 

（４１％）でした。 

                                          

③ 相談者・相談対象者の内訳 

相談者の内訳は、保護者が３６件（６１％）、高校生等が３件（５％）、中学生が７件（１２％）、

小学生とその他がそれぞれ５件（９％）、学校からが２件（３％）、関係機関からが 1件（１％）

でした。 

相談対象者の内訳をみると、高校生等が１２件（２０％）、中学生が１３件（２２％）、小学

生が３０件（５１％）、就学前が０件（０％）、不明が４件（７％）でした。 

 

④ 相談形態   

   相談形態は、電話４３件（７３％）、来室１４件（２４％）、訪問２件（３％）でした。   

    

⑤ 相談内容 

相談内容は、件数順に「不登校」が２７件（４６％）、「子育ての悩み」「教師の指導上の問

題」がそれぞれ７件（１２％）、「交友関係」「学校生活の悩み」「家庭生活上の悩み」「身体の

悩み」がそれぞれ２件（３％）、「いじめ」「性的な悩み」がそれぞれ１件（２％）、「その他」

が８件（１４％）でした。 

                 

相談内容の内訳                                   （件） 
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⑥ 相談者別相談内容 

未就学児については、相談がありませんでした。小学生については、「不登校」が１１件、

「教師の指導上の問題」が７件、「子育ての悩み」が３件、「学校生活の悩み」「家庭生活上の

悩み」「身体の悩み」が２件、「いじめ」が１件でした。中学生では、全てが「不登校」の相談

で１３件でした。高校生等では、「子育ての悩み」が４件、「不登校」が３件の相談を受けてい

ます。 
 

相談者別相談内容の内訳                          （件） 

 い
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友
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就学前 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

小学生 1 7 0 11 2 2 0 2 3 2 30 

中学生 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13 

高校生等 0 0 2 3 0 0 1 0 4 2 12 

不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

 

＜関係機関との連携＞ 

・市内にある子どもに関わる相談窓口（適応指導教室・青少年補導センター・教育センター・

伊賀少年サポートセンター・県教委生徒指導担当）との相談機関打合せ会を通じて、連携を

図りました（月１回）。 

・名張市校外生活指導連絡協議会に子ども相談員が参加しました（年６回）。 

・「名張少年サポートふれあい隊」に子ども相談員が所属し、直接、青少年と触れ合う活動に参

加しました（月１回）。 

 

（３）子どもの権利の普及（広報・啓発活動） 

 
条例の趣旨が広く市民に理解されるよう、広報・啓発や研修事業を実施しました。 

 

＜子どもへの広報・啓発＞ 

①条例パンフレット配布等 

市内全ての小学１年生に条例パンフレットを配布しました。 

また、市内全ての小中学校・高等学校・県立学校・高等専門学校に相談室案内カードを配 

布しました。配布の際には、市内全ての小学校及び中学校を訪問しました。 

 

②子ども相談室便り「ほっとライン」発行 

小学１年生から３年生を対象にした「ほっとラインぷち」と小学４年生から中学３年生まで 

を対象にした「ほっとライン」を市内全小中学校に配布しました。また、市ホームページへの

掲載も行いました。※ほっとライン通算第２３号、ほっとラインぷち第９号については、新型

コロナウイルス感染症対策による一斉臨時休校のため、発行を４月から６月に変更しました。 

・令和 ２年 ６月 ほっとライン通算第２３号発行、ほっとラインぷち第９号発行 

・      ７月 ほっとライン通算第２４号発行、ほっとラインぷち第１０号発行 

・     １２月 ほっとライン通算第２５号発行、ほっとラインぷち第１１号発行 

・令和 ３年 ３月 ほっとライン通算第２６号発行、ほっとラインぷち第１２号発行 

 

③子ども相談室便り「ほっとライン⁺ｐｌｕｓ」発行 

子ども相談室の紹介と子どもの権利の啓発のため、子ども相談室便り「ほっとライン⁺ｐｌ

ｕｓ」を市内全高等学校・県立学校・工業高等専門学校に配布し、市ホームページへも掲載し

ました。※１７号については、新型コロナウイルス感染症対策による一斉臨時休校のため、発

行を４月から６月に変更しました。 
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・令和 ２年 ６月 第１７号発行 

・      ７月 第１８号発行 

・     １２月 第１９号発行 

・令和 ３年 ３月 第２０号発行 

 

④小学校人権学習 

子ども相談員と担当職員が小学校へ出向き、子どもの権利と条例について授業を実施しまし 

た。 

・錦生赤目小学校 （４年生）                                  令和２年１１月６日 
 

⑤パネル展示 

各種催しに参加し、会場で条例啓発のパネル展示を行いました。 

・比奈知地区文化祭                 令和２年１１月２１日・２２日 

・一ノ井解放文化祭                 令和３年 ２月２０日・２１日 

 

⑥出張子ども相談室 

ばりっこモール会場にて、子ども相談の受付と条例啓発のパネル展示を行いました。 

令和２年１１月２２日 

 

＜報道関係＞ 

・ａｄｓ．ＦＭ 「児童虐待防止月間」と「名張市子どもの権利を考える週間」   

令和２年１０月２８日（３回放送）、１１月１日（２回放送） 
 

  ＜大人への広報･啓発＞ 

①条例啓発チラシの配布等 

・名張市人権・同和教育推進協議会が行う人権・同和問題企業研修会の実施に伴う事前の 

企業啓発訪問の資料に、子ども相談室の案内チラシを加えて市内企業約３７０社に配 

布しました。 

令和２年９月中旬 

 

②条例に関する研修会の実施  

・名張市民生委員児童委員協議会連合会の児童福祉部会において、「名張市子ども条例とば 

りっ子すくすく計画について」と題して、研修会を実施しました。 

令和２年１１月２６日 

 

＜子ども相談員等研修活動＞ 

・三重県人権センター主催、人権に関わる相談担当者等スキルアップ講座に参加しました。 

令和２年９月２５日 

 

（４）子ども会議（ばりっ子会議）〔「子ども条例推進事業」委託〕 

 

条例第２２条に基づき、市長が市政について子どもの意見を求めるため、子どもの自主的及び

自発的な取組により運営される子ども会議を「ばりっ子会議」と命名し開催しています。令和２

年度は、ばりっ子モール開催の話合いとともに市政への提言についての話合いをＭＩＫ運動推進

委員会に事業委託し、実施しました。 

開催日 テーマ 参加者数 内容 

６月２８日 
・ばりっ子会議について 

・市政への提言について 
２８人 

・ばりっ子会議の説明 

・どんな名張市になったらいいか 

・新型コロナウイルスがある中、ど

んなことができるのか 

７月２６日 

・市政への提言について 

・ばりっ子モールのお店の 

検討 

３２人 

・「なばりん」を広めることで名張市

を知ってもらいたい 

・どんなお店にするのか検討 
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＜市政への提言＞ 
ばりっ子会議で話し合った『「なばりん」を 

使って、もっと多くの人たちに「なばりん」や 

名張市を知ってもらいたい』等の意見を市政へ 

の提言書としてまとめ、「なばりんマップ」と 

ともに、２月２１日開催のばりっ子会議にて 

市長へ提出しました。 

この市政への提言を受けて、「なばりんマッ 

プ」を、小学校、特別支援学校、市民センター 

へ配布したほか、名張なばりん化計画と題して 

市内各地になばりんサイン（まちかどガイドな 

ばりん）を設置し、名張市を「なばりん」でい 

っぱいにする取組を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）「子どもの権利を考える週間」行事（ばりっ子ひろば） 
〔「子ども条例推進事業」委託〕 

 

＜ばりっ子ひろば＞  

令和２年１１月２２日に、名張市民センターにおいて、ばりっ子会議に参加している子どもが  

中心になって、イベントの内容や目的、方法などを考えた「リアルお店屋さんごっこ『ばりっ子モ

ール』」が、隣接するａｄｓホール、朝日公園を会場にした名張学園祭と同時開催されました。 

今回も、例年協力をいただいている名張Ｋｉｄｓサポータークラブに加え、皇學館大学の学生の 

９月６日 
・市政への提言について 

・ばりっ子モールのお店決定 
２９人 

・名張市をみんなに知ってもらう 

ための地図を作り、ばりっ子 

モールで配る 

・ラッピングバスの検討 

１０月４日 
・市政への提言について 

・ばりっ子モールの準備 
２８人 

・名張市を紹介する「なばりんマッ

プ」の原案作成 

・看板づくり 

・準備物の検討 

１１月１日 ・ばりっ子モールの準備 ３５人 

・ばりっ子モール参加者の抽選 

・役割分担の決定 

・準備物の制作 

１１月１５

日 

・市政への提言について 

・ばりっ子モールの準備 
３３人 

・「なばりんマップ」の原案作成 

・ばりっ子モールまでの予定確認 

・準備物の制作 

１１月２２

日 
・ばりっ子ひろば開催 ３６人 ・ばりっ子モール 

２月２１日 
・市政への提言 

・反省会 
３０人 

・市政への提言式「なばりんマップ

を提言 

・ばりっ子モールの反省 
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協力を得て、銀行・ものづくりコーナー・手作り屋さん・スタンプラリー・ばりっ子ｃａｆｅといっ

たお店を、子どもたちが中心になって運営しました。 

また、今回は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、入場を２部制にして、なるべく多

くの人が来場できるようにしたり、お店役の子どもがお客役の子どもに交代して楽しんでもらえる

ようにするなど、運営にも工夫を凝らしました。子ども約３００人、保護者約１００人の参加があり

ました。 
          

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

（６）子ども権利委員会 

条例第２３条に基づき、１０人の委員で構成された「名張市子ども権利委員会」は、平成１９ 

年１１月に設置され、定期的に又は必要に応じて会議を開催し、「ばりっ子すくすく計画」関連 

事業の検証や計画の見直し、子どもの政策に関しての審議会機能を担っています。 

 

＜子ども権利委員会の開催＞ 

開催日 内容 

７月２日 

・委員の委嘱 

・令和元年度ばりっ子すくすく計画（第４次）関連事業実績報告 

・ばりっ子会議の運営について 

・ばりっ子すくすく計画(第４次)の計画期間について 

１０月２２日 

・条例に基づく「ばりっ子すくすく計画」の平成３１年度（令和元年

度）実績報告と令和２年度途中報告及び令和３年度計画について 

・子ども相談への相談方法について 

２月４日 

・子ども・子育て支援法に基づく利用定員の協議について 

・ばりっ子すくすく計画(第５次：Ｒ４～Ｒ６)策定について 

・（仮称）相談室へのお手紙について 

 

 

（７）子ども健全育成推進本部 

 
条例第２１条の規定に基づき、担当部局の方針やその他重要事項の審議の機関として設置した

庁議の構成員による「子ども健全育成推進本部」を以下のとおり開催しました。 

 

＜子ども健全育成推進本部の開催＞ 

開催日 内容 

１１月４日 
・条例に基づく「ばりっ子すくすく計画」の推進状況及び今後の予 

定について 
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（８）これからの取組と課題 

 

令和２年度は、令和元年度に引き続き、条例の啓発について取組を行いました。 

子どもへの啓発として、市内全ての小学１年生を対象に条例パンフレットを、また、市内全て

の小中学校・高等学校・県立学校・高等専門学校に相談室案内カードを配布しました。加えて、

小学１年生から３年生までを対象にした「ほっとラインぷち」、小学４年生から中学３年生まで

を対象にした「ほっとライン」、市内全高等学校・県立学校・高等専門学校を対象にした「ほっと

ライン⁺ｐｌｕｓ」を年間４回配布し、市ホームページにも掲載しました。今後も親しみのある、

子どもにとって見やすい紙面づくりに努めていく必要があります。 

また、子ども相談員や市職員が学校へ訪問し、条例に関する授業を行いました。毎年訪問を受

け入れていただける学校があり、人権学習や社会科の授業で子ども権利条約の学習と連携して、

条例を子ども一人一人が自分自身のこととして考えることができるよう、教材、話し方、授業内

容等を工夫しました。 

企業への啓発活動では、「子ども相談室案内チラシ」を、名張市人権・同和教育推進協議会が

行っている企業訪問の啓発資料にチラシを加えて、市内企業約３７０社に配布しました。 

地域への啓発活動としては、地域での催しの際に会場で子ども条例啓発のパネル展示を行いま

した。 

今後も学校の授業や企業訪問、地域の活動を通して、コロナ禍でもより多くの方に周知できる

よう内容を工夫し、更なる啓発に努めます。 

子ども相談室について、学校での子ども条例に関する授業や「ばりっ子モール」等の催しなど

の現場での啓発とともに、「ほっとライン」等の紙媒体や市ホームページでの啓発を行いました。 

無料で電話が掛けられ、安心して話ができる子ども向け相談電話通話無料サービス「ばりっ子

ほっとライン」は重要なツールであると認識しているものの、子どもの交流手段がＳＮＳを中心

となりつつあることから、ＳＮＳによる相談を受けることができるよう取組を行います。また、

「ほっとライン」等を活用して、ミニレターという形式で相談を受けることができるよう、幅広

く子どもからの相談を受け付ける体制づくりに取り組む等、更に今後も子ども相談室が、子ども

たちにとって気軽に相談できる場となるよう周知を行っていきます。 

次に、「ばりっ子会議」では、名張Ｋｉｄｓサポータークラブに加え、令和２年度も皇學館大

学の学生のサポートが得られ、市政への提言についての活動や子ども権利週間行事「ばりっ子ひ

ろば」での「リアルお店屋さんごっこ『ばりっ子モール』」をコロナ禍で制限のある中でも開催

することができました。 

「ばりっ子会議」で誕生した、ゆるキャラ「なばりん」を使って、もっと名張を有名にしたい、

もっと多くの人に「なばりん」を知ってもらいたいという子どもからの意見を市政への提言とし

てまとめることができました。これを受けて市では、「なばりん」を子育て応援商品券のイラス

トに使用したり、名張なばりん化計画として、市内の公共、観光施設になばりんサインを設置し、

名張市を「なばりん」でいっぱいにする取組等を行いました。 

「ばりっ子会議」は、市内の学校から任意で集まった子どもたちで運営されており、家庭や学

校とは異なる“場”として、子どもの居場所づくりを提供することができました。 

令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、何かと制限が掛かる中ではあ

るものの、事態の動向を見極めながら、行政、地域、企業、家庭、学校等と連携して、本市で暮

らす全ての子どもが、安全・安心に成長できるよう、子ども施策の推進に取り組むとともに、第

５次ばりっ子すくすく計画の策定に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２．ばりっ子すくすく計画(第４次)　具体的施策進捗状況（令和３年３月末）

A
進んだ

B
ある程度
進んだ

C
あまり進ま
なかった

D
進まな
かった

E
未着手

-
評価外

12 4 6 4 2 0 0 0

60 25 41 15 3 0 0 1

33 25 18 7 8 0 0 0

3 3 2 1 0 0 0 0

6 5 1 3 2 0 0 0

6 1 6 0 0 0 0 0

5 2 5 0 0 0 0 0

22 17 8 7 4 2 1 0

6 4 3 3 0 0 0 0

6 3 3 3 0 0 0 0

8 3 4 4 0 0 0 0

6 5 1 4 1 0 0 0

24 23 7 10 6 0 1 0

197 120 105 61 26 2 2 1

129
※ 事業の進捗状況については、事業目標の達成率を各担当室の自己評価にて分類しています。

A：進んだ（100％） D：進まなかった（60％未満）
B：ある程度進んだ（80％以上100％未満） E：未着手

C：あまり進まなかった（60％以上80％未満） ―：評価外

２か所重複の事業数 42
３か所重複の事業数 6
４か所重複の事業数 3
６か所重複の事業数 1
重複分を除く実事業数 77

３.企業や市民団体の子育てを応援
します。

　　(1)　進捗状況総括表

基本的視点・行動計画 事業数

他の行動
計画と重
複する事

業

事業の進捗状況

 １．生きる

１．子どもの権利、命の大切さを学
ぶ機会を提供します。

２．子どもの健康を守ります。

 ２．育まれる

１．家庭教育を支援し、明るくいきい
き子育てができるようにします。

２．地域での子育てを応援します。

上記事業の重複分を除く実事業数

４．社会のルールを守り、自立する
心を育みます。

５．地域とともにある学校づくりを進
めます。

６．学校教育等を充実させ、生きる
力・豊かな心を育みます。

７．職員の専門性の向上を図りま
す。

 ３．守られる

１．いじめ、虐待はしません、許しま
せん。

２．地域とともに子どもを守ります。

 ４．参加する

１．子どもが、積極的に参画できる
機会と場を広げます。

２．居場所を確保し、体験活動を支
援します。

合計

11



周知・
啓発
の徹
底

内容
見直
し、手
法の
工夫

担当・
スタッ
フ育

成・人
材確
保

関係
機関と
の連
携強
化

組織
強化・
体制
づくり

事業
検証

事業・
サービ
スの充

実

状況
把握

財源
確保

国県
への
要望

その
他

12 5 4 3 5 0 0 3 0 1 0 0

60 20 11 8 27 16 2 18 6 2 2 0

33 14 6 8 16 5 3 9 6 2 0 0

3 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0

6 1 2 2 2 2 0 4 1 0 0 0

6 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1

5 1 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0

22 1 12 6 5 1 0 5 0 0 0 0

6 1 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0

6 2 0 2 2 2 0 1 1 0 0 0

8 1 1 0 1 2 1 4 1 0 0 0

6 0 4 1 3 1 0 1 1 0 0 0

24 9 13 15 5 2 0 9 1 3 0 0

197 57 58 54 74 34 6 56 18 8 2 1

129

２．地域とともに子どもを守ります。

１．子どもの権利、命の大切さを学
ぶ機会を提供します。

　　(2)　事業推進に係る今後の課題及び取組予定

基本的視点・行動計画 事業数

事業推進に係る今後の課題及び取組予定

 １．生きる

２．子どもの健康を守ります。

 ２．育まれる

２．居場所を確保し、体験活動を支
援します。

合計

上記事業の重複分を除く実事業数

７．職員の専門性の向上を図りま
す。

 ３．守られる

１．家庭教育を支援し、明るくいき
いき子育てができるようにします。

 ４．参加する

１．子どもが、積極的に参画できる
機会と場を広げます。

６．学校教育等を充実させ、生きる
力・豊かな心を育みます。

２．地域での子育てを応援します。

３.企業や市民団体の子育てを応援
します。

４．社会のルールを守り、自立する
心を育みます。

５．地域とともにある学校づくりを進
めます。

１．いじめ、虐待はしません、許しま
せん。

12



（参考）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ -
進んだ ある程度

進んだ
あまり進ま
なかった

進まな
かった

未着手 評価外

H30 7 5 0 0 0 0

R01 6 5 1 0 0 0

R02 6 4 2 0 0 0

H30 47 13 0 0 0 1

R01 47 13 0 0 0 1

R02 41 15 3 0 0 1

H30 19 11 3 0 0 0

R01 20 10 3 0 0 0

R02 18 7 8 0 0 0

H30 2 1 0 0 0 0

R01 2 1 0 0 0 0

R02 2 1 0 0 0 0

H30 2 4 0 0 0 0

R01 3 3 0 0 0 0

R02 1 3 2 0 0 0

H30 5 1 0 0 0 0

R01 5 1 0 0 0 0

R02 6 0 0 0 0 0

H30 5 0 0 0 0 0

R01 5 0 0 0 0 0

R02 5 0 0 0 0 0

H30 13 7 2 0 0 0

R01 14 5 2 1 0 0

R02 8 7 4 2 1 0

H30 4 2 0 0 0 0

R01 4 2 0 0 0 0

R02 3 3 0 0 0 0

H30 3 3 0 0 0 0

R01 3 3 0 0 0 0

R02 3 3 0 0 0 0

H30 5 3 0 0 0 0

R01 5 3 0 0 0 0

R02 4 4 0 0 0 0

H30 1 5 0 0 0 0

R01 1 5 0 0 0 0

R02 1 4 1 0 0 0

H30 9 12 3 0 0 0

R01 10 10 3 1 0 0

R02 7 10 6 0 1 0

H30 122 67 8 0 0 1

R01 125 61 9 2 0 1

R02 105 61 26 2 2 1

１
　
生
き
る

基本的視点・行動計画 事業数

他の行動
計画と重
複する事

業

年度

事業の進捗状況

２．子どもの健康を守ります。 60 25

１．子どもの権利、命の大切さを学
ぶ機会を提供します。

12 4

25

1

５．地域とともにある学校づくりを進
めます。

5 2

２．地域での子育てを応援します。 3 3

３．企業や市民団体の子育てを応
援します。

6 5

3

２．地域とともに子どもを守ります。 8 3

６．学校教育等を充実させ、生きる
力・豊かな心を育みます。

22 17

７．職員の専門性の向上を図りま
す。

6 4

120

１．子どもが、積極的に参画できる
機会と場を広げます。

6 5

２．居場所を確保し、体験活動を支
援します。

24 23

２
　
育
ま
れ
る

３
　
守
ら
れ
る

４
　
参
加
す
る

合計 197

１．いじめ、虐待はしません、許しま
せん。

6

４．社会のルールを守り、自立する
心を育みます。

6

１．家庭教育を支援し、明るくいき
いき子育てができるようにします。

33
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周知･啓
発の徹底

内容見直
し、手段
の工夫

担当･ス
タッフ育
成･人材

確保

関係機関
との連携

強化

組織強
化･体制
づくり

事業検証 事業･
サービス
の充実

状況把握 財源確保 国県への
要望

その他

H30 5 4 3 5 0 0 3 0 1 0 0

R01 5 4 3 5 0 0 3 0 1 0 0

R02 5 4 3 5 0 0 3 0 1 0 0

H30 20 12 8 27 16 2 18 6 2 2 1

R01 20 13 8 27 16 2 18 6 2 2 0

R02 20 11 8 27 16 2 18 6 2 2 0

H30 13 6 7 16 5 3 8 6 2 0 0

R01 14 7 8 16 5 3 9 6 2 0 0

R02 14 6 8 16 5 3 9 6 2 0 0

H30 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0

R01 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0

R02 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0

H30 1 2 2 2 2 0 4 1 0 0 0

R01 1 2 2 2 2 0 4 1 0 0 0

R02 1 2 2 2 2 0 4 1 0 0 0

H30 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1

R01 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1

R02 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1

H30 1 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0

R01 1 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0

R02 1 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0

H30 1 12 6 5 1 0 5 0 0 0 0

R01 1 12 6 5 1 0 5 0 0 0 0

R02 1 12 6 5 1 0 5 0 0 0 0

H30 1 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0

R01 1 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0

R02 1 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0

H30 2 0 2 2 2 0 1 1 0 0 0

R01 2 0 2 2 2 0 1 1 0 0 0

R02 2 0 2 2 2 0 1 1 0 0 0

H30 1 1 0 1 2 1 4 1 0 0 0

R01 1 1 0 1 2 1 4 1 0 0 0

R02 1 1 0 1 2 1 4 1 0 0 0

H30 0 4 1 3 1 0 1 1 0 0 0

R01 0 4 1 3 1 0 1 1 0 0 0

R02 0 4 1 3 1 0 1 1 0 0 0

H30 13 15 5 2 0 9 1 3 0 0 0

R01 9 13 15 5 2 0 9 1 3 0 0

R02 9 13 15 5 2 0 9 1 3 0 0

H30 60 61 43 71 32 15 47 20 5 2 2

R01 57 61 54 74 34 6 56 18 8 2 1

R02 57 58 54 74 34 6 56 18 8 2 1

基本的視点・行動計画
事業
数

年度

事業推進に係る今後の取組及び課題

１．子どもの権利、命の大切さを
学ぶ機会を提供します。

12１
　
生
き
る ２．子どもの健康を守ります。 60

１．家庭教育を支援し、明るくいき
いき子育てができるようにします。

33

２．地域での子育てを応援しま
す。

3

6

６．学校教育等を充実させ、生き
る力・豊かな心を育みます。

22

７．職員の専門性の向上を図りま
す。

6

１．いじめ、虐待はしません、許し
ません。

6

合計 197

４
　
参
加
す
る

３
　
守
ら
れ
る

２
　
育
ま
れ
る

２．居場所を確保し、体験活動を
支援します。

24

5

３．企業や市民団体の子育てを応
援します。

6

４．社会のルールを守り、自立す
る心を育みます。

6

５．地域とともにある学校づくりを
進めます。

２．地域とともに子どもを守ります。 8

１．子どもが、積極的に参画できる
機会と場を広げます。

14


